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ネイチャーポジティブと
30by30の最新動向について
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今、ネイチャーポジティブという言༿ࡢ
をฉくことが増えている。2023年７月に自
然環境計画課長にண任したが、20年ほど前
に計画課にࡏ席した当時との業務内容の大
きな変化にڻいた。そして、ここには大き
なチャンス・フロンティアがあると感じる
一方で、現実的には多くの課題も存する。
最近の施策の動向について多少のࢲ見も交
えつつ本ߘでհしてみたい。

̍ɽωΠνϟʔϙδςΟϒͱ

ネイチャーポジティブとは、「生物多様
性の損ࣦを止め反転させて回෮ي道にせ
ること」を意味する。2021年６月のG7コ
ンウΥール・サミットでの「2030年自然協
約」に盛り込まれ、2022年12月の生物多様
性条約第15回క約国会議（COP15）で採択
された「ࠛ明・モントリオール生物多様性

ਤ１　生ଟ様ੑのଛࣦをݮΒしɺճ෮ͤ͞るߦಈの༁
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組」（以下、GBF）において世界目標と
なった（ਤ̍）。GBFは「自然と共生する
世界」の実現を2050年ビジョンとしてܝげ、
2030年までのミッションとして「生物多様
性を保全し、持続可能に利用し、遺資源
の利用から生ずる利ӹの公平でߧ平な分
を確保しつつ、必要な実施手段を提供する
ことにより、生物多様性の損ࣦを止め反転
させ回෮ي道にせるための緊ٸな行動を
とる」ことを定め、2030年に向けて23のター
ήットを示している（ਤ ù）。GBFでは、
ネイチャーポジティブという用ޠこそ用い
ていないが、いまやネイチャーポジティブ
の考え方は全世界共通のミッションとなっ
ている。

2022年にGBFが採択されたCOP15には、
経済界からもඇৗに多くの方ʑが参加され
ていた。以前と比べて、経済・ビジネスの
分野で生物多様性への関৺がඇৗに高まっ
ており、多くの企業等がԿらかの取組みを
行い、あるいは、取組方をࡧされている。
グローバルには、企業経Ӧにおいて、脱炭

素だけでなく、生物多様性や自然の分野に
おいても持続性を確保していかなけれ、
市場や投資家から評価されない時代を迎え
つつあるためである。こうした生物多様性
のビジネス関連については、島生物多様
性主流化室長による次の記事にৡることと
し、本ߘでは、GBFの23のターήットのう
ち、ターήット̏の30CZ30とターήット
２のྼ化地再生に関係する施策を中৺に論
を進めたい。

̎ɽ�̎ͭͷ��CZ��ඪ

GBFの23のターήットのなかで、日本国
内で最も知られているものが、ターήット
̏の30CZ30である。「2030年までに、域
及び内水域、ฒびに海域及び沿岸域の少
なくとも30％、とりわけ生物多様性と生ଶ
系の機能及びサービスにとって特に重要な
地域が、֘当する場合には先住民の及び
౷的なྖ域を認識しつつ、生ଶ学的に代表
的で、ྑく連結され、さらにߧ平に౷治さ

ਤ ２　ࠛ໌ɾϞンτϦΦール生ଟ様ੑ
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れた保護地域及びOECMからなるシステ
ムを通じて、効果的に保全及び理される
とともに、より広域のランドスケープ、シー
スケープ及び海༸に౷合されることを確保
及び可能にすること」であり、国立公Ԃな
ど の 保 護 地 域 やOECM（PUIFS FGGFDUJWF 
BSFB�CBTFE DPnTFSWBUJPn NFBTVSFT、 保 護
地域以外で生物多様性保全に資する地域

（環境省訳））を用いて、域、海域それͧ
れに2030年までに30％を保護することを目
標としている。日本国内では、2023年度末
時点で、域の20.5％、海域の13.3％が保
護地域であるが、2030年までにそれͧれ
30％とするためには、ඇৗに広大なエリア
を保護地域やOECMとしてカバーしてい
かなけれならない。

また、GBFには、もう１つの30CZ30が
ある。ターήット２では、「2030 年までに、
ྼ化した域、内水域、海域及び沿岸域
の生ଶ系の少なくとも30％の地域で効果的
な回෮下にあることを確保」することが求
められている。いわΏるྼ化地再生・自然
再生であり、2030年までにྼ化地の30％に
おいて自然再生を進めていくことが必要と
なるが、まだྼ化地についての定義は定
まっていないため、分となる数ࣈは決
まっていない。

̏ɽ0&$.ͱࣗવڞੜαΠτ

OECMは、2010年に愛知県名ݹ市で開
かれた生物多様性条約第10回క約国会議

（COP10）で採択された愛知目標に位置付
けられた施策であり、日本の提案で盛り込
まれたものである。直的に自然保護を目
的とする保護地域等でなくとも、生物多様
性の保全に役立っている地域があるため、
それらを保全手段の一部として位置付けて
いこうとするものであり、国公有地内の自
然や、大学の演श林、企業の社有林や都市
緑地、ཬ地ཬ山などの民間の手により保全

されているエリアが対象として定され
る。このOECMが10年༨りのࡀ月を経て、
2022年のGBFにおいて大きく注目される
ことになった。このため、OECMは「名ݹ
のギフト」とも呼れる。

環境省では、2022年̏月に「30CZ30ロー
ドマップ」を策定し、30CZ30の実現は主
としてOECMにより達成していく方針を
示している。そして、このOECMの設定を
国内で推進するために、民間等の有する土
地を「自然共生サイト」として認定する
組みを2023年度からスタートさせている。
これは民間等により生物多様性が保全され
ている取組みがなされている地域を環境省
が認定することで、30CZ30に寄༩してい
こうとするものであるが、୯に面積を確保
するだけでなく、多くの主体に生物多様性
に関わる活動を促進してもらうことで、ネ
イチャーポジティブな社会経済への変革を
期すૂいもある。また、OECMは保護地域
以外で設定するものであるが、自然共生サ
イトについては、国立公Ԃなどの保護地域
内での民間等の取組みも認定対象としてい
る。日本の保護地域制度では民間等のॴ有
地が指定されていることも多く、こうした
地域での活動を促進することも重要である
ためである。こうした施策は、2022年度に
設置した「OECMの設定・理の推進に関
する検討会」において議論を重Ͷてきたଞ、
自然共生サイトの認定基準は、IUCNの
OECMガイドラインに準拠して取り組ん
でいるとこΖである。

2023年度には、2022年度の試行認定地も
含めて、合計184カॴを自然共生サイトと
して認定した。認定対象はඇৗに多様であ
るが、総じて見れ、大都市ݍやその近߫
に位置するものが多い。2024年度も自然共
生サイトの認定申請を前期、後期にわけて
受け付けることとしているが、４月より前
期分60݅程度の受付を定して１ϲ月のื
集期間を設けていたとこΖ、１ि間༨りで
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70݅を超える応ืがあり、ૣʑに受付をక
め切ることとなった。民間等の方ʑの関৺
の高さをͻしͻしと感じている。

こ う し た 民 間 等 の 活 動 す る 地 域 を
OECMにしていこうとする施策は、世界的
に見てもしい日本の特ある取組みであ
る。諸外国では、民有地よりも国公有地の
なかからOECMを設定する取組みが主流
であるとฉくが、実は、日本においても、
自然共生サイトとは別に「国制度OECM」
の検討を関係省庁とともに進めている。具
体的には、国の制度等に基づき理されて
いる森林、Տ川、ߓ、都市の緑地につい
て、関係省庁（環境省、国交省、水省等）
が連ܞしてOECMの可能性ある地域を整
理し、適切なものをOECMとして設定しよ
うとするものである。また、海域について
は、環境省と水産庁において海域における
OECMの考え方を整理しているとこΖで
ある。

̐ɽੜଟ༷ੑ૿ਐ׆ಈଅਐ๏ͷ੍ఆ

（１）経緯

「自然共生サイト」を法制化する。環境
省では、2023年春にこの方針を立て、法制
化にむけての検討や関係省庁との調整等を
進めてきた。OECMの設定・理の推進に
関する検討会での議論を引き継͗、2023年

８月には中央環境審議会に「自然再興の実
現に向けた民間等の活動促進につき講ずべ
き措置について」諮問。同年10月より、自
然環境部会の下に設置された「自然再興の
実現に向けた民間等の活動促進に関する小
委員会」において検討を重Ͷ、2024年１月
に答申をಘている。

答申では、ैདྷの自然共生サイトとのҧ
いとして、サイトの認定を行うのではなく、
場ॴとඥ付いた活動の認定を行うこと。生
物多様性の๛かな場ॴでの活動だけでな
く、生物多様性を回෮・創出する活動につ
いても認定対象に含めることなど新たな視
点が盛り込まれ、法制化にあたっての大き
な支えとなった。

2024年̏月に「地域における生物の多様
性の増進のための活動の促進等に関する法
律案」が閣議決定され、国会に提出。国会
審議は̏月中から始まって円に進み、４
月12日に参議院本会議において成立をみる
こととなった。国会では、衆議院及び参議
院の྆環境委員会においてෟ帯決議もなさ
れている。

（２）法律の概要

法律の֓要を؆ܿに示せ、「ネイチャー
ポジティブ（自然再興）」の実現に向け、
企業等による地域における生物多様性の増
進のための活動を促進するため、主務大臣
による基本方針の策定、当֘活動に係る計

画の認定制度の創設と、認
定を受けた活動に係る手続
のワンストップ化・規制の
特ྫ等の措置等を講ずるも
のである（ਤ ú）。

この法律の目的は、「生
物の多様性の損ࣦが地球全
体の環境に深ࠁな影響を及
΅している中で、զが国に
おいても生物の多様性の損
ࣦが続いている状況にؑਤ ３　生ଟ様ੑ૿ਐ׆ಈଅਐ๏ʢ׆ಈೝఆ੍ʣの֓ཁ
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み、この状況を改ળする地域における生物
の多様性の増進のための活動の促進等の措
置を講じ、もって๛かな生物の多様性を確
保し、現ࡏ及びকདྷの国民の健康で文化的
な生活の確保に寄༩することを目的とする
こと。」と規定されている。

また、この法律では、生物多様性の増進
という用ޠが用いられているが、増進には、
維持のଞ、回෮と創出を含むと定義されて
いる。ै前の自然共生サイトは、ྑな生
物多様性を維持する活動がなされる地で
あったが、今回は、先の答申にあったとお
り、生物多様性を回෮、創出する活動、い
わΏる自然再生も対象となる。

この法律の基本理念では、生物多様性そ
のଞの自然環境の保全と経済及び社会の持
続的発展との྆立が図られ、๛かな生物多
様性のܙをڗ受できる、自然と共生する
社会の実現をܝげている。

自然共生サイトは、環境省のみによる取
組みであったが、本法は、環境省、林水
産省、国土交通省の̏省共となり、基本
方針（地域生物多様性増進活動の促進の意
義、計画作成の基本的事項、林ړ業に係
る生産活動との調和そのଞのྀすべき事
項等を記ࡌ）も̏省共同で策定することと
なる。

本法の核となる法律事項は、「増進活動
実施計画」及び「連ܞ増進活動実施計画」
の認定である。企業やNPO等が、生物多
様性を増進する活動を行おうとする場合、

「増進活動実施計画」を作成し、主務大臣
の認定を申請することができるଞ、市ொ村
が広くԻ頭をとって、関係者と連ܞして増
進活動を行おうとする場合は、「連ܞ増進
活動実施計画」を作成し、主務大臣の認定
を申請することができることとなってい
る。これらの計画には、活動の内容、区域、
目標、実施体制等を記ࡌすることとなるが、
認定を受けることにより、増進活動計画に
記ࡌのある行為のうち、自然公Ԃ法等に基

づく木のെ採の許可や、外དྷ生物法に基
づく特定外དྷ生物の除等に係る規制につ
いて特ྫが適用されて手続きがワンストッ
プ化され、円に活動が行えるようになる。
また、これらの認定事務は、ಠ立行政法人
環境再生保全機構が担うこととなる。現状
の自然共生サイトの申請については、リ
ιースの制約から、申請受付݅数を制限す
る事ଶが続いているが、新法に基づく申請
については十分な受付体制を整備すること
となる。

また、市ொ村が連ܞ増進活動実施計画の
認定を受けた場合、当֘市ொ村と活動の実
施者、土地ॴ有者等の間で全員の土地ॴ有
者等の同意をಘて「生物多様性維持協定」
を結Ϳことにより、後日、相続やചങによっ
て土地ॴ有者に変更が生じても、協定の効
力は新たなॴ有者に対してঝ継される規定
を設けている。

本法には、前となる法律である「地域
における多様な主体の連ܞによる生物の多
様性の保全のための活動の促進等に関する
法律（生物多様性地域連ܞ促進法）」があ
るが、本法の成立をもって廃止となる。同
法に基づく、地域連ܞ保全活動支援セン
ターなどの規定は、新法にも引き継がれて
いる（新法では、地域生物多様性増進活動
支援センター等）。

̑ɽΠϯηϯςΟϒ

中央環境審議会での答申案の議論や、生
物多様性増進活動促進法の国会審議におい
て、生物多様性を増進する活動を促進する
ためのインセンティブのあり方は大きな論
点となった。これまでも多くの企業等に
よって自主的な自然保護の活動が実施され
ているが、その活動の意義や価値の対外的
な発信は大きな課題となっている。国が活
動を認定し、OECM国際データベースへの
ొを含め、ネイチャーポジティブという
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国際的な大きなை流に適合したࢫを確認す
ることで、企業等の活動の意義や重要性を
明確なものとし、企業価値の向上に寄༩す
ることとなるが、それに加えて、具体的な
インセンティブについても議論となり、前
述したଞ法令とのワンストップ化のଞ、情
報開示や情報発信の支援、予算・੫制等の
支援などに関৺が強く寄せられた。

現ࡏは、どのようなインセンティブが有
効かの議論がなされているが、いずれ2050
年ともなら、ネイチャーポジティブは、
インセンティブの有ແにかかわらず、୭も
が当然のこととして取り組んでいかなけれ
いけない。できる限りૣく取組みにண手
することでಘられる知見・ノウϋウ、そし
て先ۦ的企業としての信པの向上には、経
済的インセンティブを超えた価値があるの
ではないかと期する。

̒ɽੜଟ༷ੑͷ͑ݟΔԽ

本年１月の中央環境審議会答申では、生
物多様性の状況の「見える化」について、「国
として、どのような場ॴの保全が効果的か
を示していくためにも、生物多様性の現状
や、保全のニーズがある場ॴ、保全上効果
的な場ॴや生ଶ系の回෮が必要な場ॴを見
える化し、生ଶ系の質的な変化を含めて評
価・Ѳする手法の構築を図ることが必要
である。」と記されている。

GBFターήット̏で記されているよう
に、生物多様性の増進のためには、保護地
域やOECMの効果や連結性も考ྀして
置していくことが望ましい。また、自治体
や企業にとってもどの場ॴで増進活動を行
え、より効果的であるかがわかれ、生
物多様性地域戦略の策定やTNFDに活用で
きる活動の促進といった面でもより効果的
となる。

環境省では、今年度より、「生物多様性
見える化システム」の開発に向けて取り組

むこととしている。まずは、生物多様性の
可視化・地図化機能を具備したシステムの
開発を目指すこととするが、ݎ実なデータ
を使用し、ෳ数の基ૅ情報を表示できるシ
ステムとしたうえで、ॱ次機能を拡ுし、
生物多様性の評価（定量化・数値化含）機
能の実装を目指していくこととしている。
ΏくΏくは、「保全活動エリアのѲ」か
ら「保全活動効果の評価」まで一気通؏の
取組みを「見える化」を図っていきたい。

ଞ方で、生物多様性オフセットやクレ
ジットといった議論が今後定されるな
か、自然の価値を見える化していくことに
は৻重あるいは൱定的な見解も寄せられて
いる。推進を志向する方ʑからは、ロケー
ションアプローチであるTNFDにとって、
ਫ਼度はૈくとも場ॴຖの自然情報が示され
ていないと企業活動のなかで評価が行えな
いこと。国際的なルールメイキングにおい
てデータで示していかないと日本の自然の
特の反映がしくなること。কདྷ的なオ
フセット・クレジット導入のためにも今か
ら準備が必要であること、あるいは、グリー
ンウΥッシュ批判対策として必要といった
指摘をおฉきする。ଞ方、৻重または反対
の意見としては、自然には関係的価値と機
能的価値があり、後者は指標化できるが、
前者は不可能であること。また、自然につ
いて科学的にわかっていることは͝く一
部。測れる͝く一部の情報だけで自然全体
について（経済的な）価値付けをするのは
ແであるとする͝意見などがある。また、
国がこうした地図を出すことは、生物多様
性の増進のためではなく、開発適地બ定に
使われてしまうリスクがあるといった指摘
も寄せられる。フィールド調査者が地道に
データを集めていることから、データを活
用したビジネスが発展するのであれ、
データ利用者からフィールド調査者への経
済的ؐ元策も今後必要となってこよう。

温室効果ガス、廃棄物、汚染物質、૽Ի
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やѱषといった問題は、人間がもたらした
環境問題である。しかし、人間と自然との
関わりは、環境や経済という֓念でଊえき
れないࠜ源的・哲学的な事象である。環境
省が、自然や生物多様性の見える化を୭も
から支持される形で社会実装していくため
には、その前提として、自然の価値評価に
あたっての基本的考え方を整理し、見える
化した情報へのリテラシーの向上なり取ѻ
આ明書といったものをオーιライズし、情
報をѻう者の共通理解としていくことが必
要となるのではないだΖうか。

̓ɽ終わりに

本年４月に成立した生物多様性増進活動

促進法は、ネイチャーポジティブな社会の
実現に向けて২えられた１本の木である。
今まで、国立公Ԃやઈ滅危ዧ種と言ったス
ペシャルな自然を対象にしていた環境行政
から、෯広くすべての自然を資本とଊえ、
脱炭素や資源循環分野とのシナジーを考え
た行政に進化していくことなる。この１本
の小さな木は、今後、生物多様性の見える
化、支援ূ明書などのインセンティブ、ক
དྷ的なオフセットやクレジットなど数多の
課題とともに生長し、ΏくΏくは大きなڊ
थになるのではないか。もし、そうなので
あれ、１本の木の২थに立ち会えたこと
はこの上のないتびとなる。

ʲςーマʳ
　調査ڀݚ、新技術հ等の有用な情報を含
む、環境全ൠ（生活Ӵ生、廃棄物処理・リサ
イクル、環境保全等）が対象です。ただし、
ଞの出版物等に発表されていないものに限り
ます。
ʲྔʳ
程度。そのଞ、必要に応じࣈ4,000～3,000　
て図・表・ࣸ真５点程度。
ʲࡌܝʳ
　h 生活と環境ʱฤ集部による審査に基づき採
൱を決定し、ࡌܝが決定した場合には投ߘ者
へ͝連བྷいたします。なお、その際に原ߘの
補・加ච等をおئいすることが͟͝います。

ʲߘݪྉʳ
料を追っߘについては、規定の原ߘ原ࡌܝ　
てお支いいたします。

ʲ͓問い߹Θͤɾߘݪૹ付ઌʳ
˟210�0828　
　ਆಸ川県川࡚市川࡚区࢛୩上ொ10�６

（一ࡒ）日本環境Ӵ生センター
ʰ生活と環境ʱฤ集部
TFMɿ044�288�4967　FBYɿ044�288�5217
E�NBJMɿTIVQQBn!KFTD.PS.KQ

ʰੜ׆ͱڥʱͰɺڥશൠʢੜ׆Ӵੜɺഇغॲཧɾ
ϦαΠΫϧɺڥอશʣにؔ͢ΔߘݪΛืू͠て͍·͢

ूืߘݪߘ




